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一 般 質 問 通 告 書 

佐野市議会議長 様 

受

付 

番号 １１ 

令和 ７年 ２月 ５日 

午前・午後１１時５９分    

議会名 令和  7  年 第  2  回 佐野市議会定例会 

発言者 議席番号 21 番     春 山 敏 明 

答弁を求める者 

(選択してください) 
市長 ・ 副市長 ・ 教育長 ・ 担当部局長 

一般質問時に使用する資料の

有無（選択してください） 

あり（ 資料提示 ・ 資料配付 ・ モニター使用 ） 

なし 

大項目（質問項目） 

中項目（質問細目） 
小項目（具体的な質問内容） 

1、大橋町元市営プール跡地

(須永元邸跡地)活用につい

て 

 

 

 

 

 

 

2 かえで義務教育学校開校に

向け、通学地区町会への説

明について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①元第２学校給食センターと元市営大橋町プールの

廃止から現状までの経緯を伺いたい。 

②大橋町元市営プール跡地は、須永邸跡地として松

等が植えられた庭園の趣を残しての活用を望む声

があるが、こうした声を生かす考えを伺いたい。 

③かえで義務教育学校建設完了後の活用をどのよう

に考えているのか伺いたい。 

 

 

① 令和 5年 12月議会にて「西中学校における既存

地区を抜ける６町会による新地区公民館、コミ

ュニティセンターの新設について」の質問答弁

において「小中一貫校の開校による影響につい

ては、関係する団体に対して情報提供をしてい

る」とあったが、どの程度の熱量頻度で行って

いるのか伺いたい。 

② 令和 5年 12月議会答弁の際「小中一貫校の整備

を先行するが、開校後の姿を見据えながら、庁

内関係部署と連携を図り、課題を整理していき

たい」とある。整理がついた課題の内容説明

を、各町会で実施してきたか伺いたい。 
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3 かえで義務教育学校開校に

向け、旗川地区と吾妻地区

他の６町会を一つとした地

区呼称による「地区公民館

並びにコミュニティセンタ

ー」の新設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4本市「義務教育学校」につい

ての「点検・評価」と通学地

区市民への「現義務教育学

校の現在と以前の各小学校

時点とでの子ども・孫を通

学させている「意識生活ア

ンケート」調査の実施につ

いて 

 

 

 

 

5赤坂町地内市道植野 13号線

と市道 2級 102号線が交わ

る交差点の改良について 

 

6近年の安全保障における

「佐野市国民保護計画」の

計画進行について 

 

 

 

 

① 大項目２の①の令和 5年 12月議会における「６

町会による新地区公民館、コミュニティセンタ

ーの新設について」への答弁では「新しい学校

区における６町会の対応として、行政区や各種

団体の支部制度など教育委員会単独では解決で

きない課題も多くあることから、今後、全庁的

に新たな学校区に対する諸課題について研究し

ていきたいと考えている」としたことから、研

究は早々に行われ、その後検討協議に入ったの

かどうしたか伺いたい。 

② ６町会の市民にとって大変重要なことである地

区の「呼称」の協議結果について伺いたい。 

③ ６町会の市民にとって大変重要な「地区公民館

並びにコミュティセンター」のこれまでの新設

協議について伺いたい。 

 

① 本市において、義務教育学校開校歴 5年の「点

検・評価」について伺いたい。 

② 令和 2年度に「あそ野学園義務教育学校」そし

て令和 5年度に「葛生義務教育学校」が開校し

たが、それにあわせ「学校評議員制度」から

「学校運営協議会制度」に移行し「コミュニテ

ィ・スクール」として「保護者や地域住民が学

校運営に参画する制度」に変えたことを含め、

保護者・家族・地域の人々による「義務教育学

校」への思い・意見・要望等のアンケート調査

を行っているか伺いたい。 

 

① 質問箇所の改良「町会からの調査依頼書」が提

出されたようですが、その内容と今後の予定に

ついて伺いたい。 

 

① 「佐野市国民保護計画」第 3章第 3節 8「住民へ

の協力要請」としてある「避難住民の誘導」「避

難住民等の救援」「消火、負傷者の搬送、被災者

の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する

措置」「保健衛生の確保」とあることから、今後

「住民への協力要請」を、どう市民に周知して

いく考えか伺いたい。 
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② 第 4節第 2の 2「避難実施要領の策定」において

は、「あらかじめ策定した避難実施要領のパター

ンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた

避難実施要領の案を作成するとともに、当該案

について、各執行機関、消防機関、県、県警

察、自衛隊等の関係機関の意見を聴いた上で、

迅速に避難実施要領を策定する」とあるが、改

めて現在、「避難実施要領」は策定済みなのか伺

いたい。 

③ 同じく 3「避難住民の誘導」の「弾道ミサイル攻

撃の場合」に「弾道ミサイルが発射された段階

で迅速に個々人が対応できるよう、そのとるべ

き行動を周知することが主な内容となる」とあ

るが、市民のどのくらいの割合の人々が対応で

きるとみているか伺いたい。 

④ 令和 5年 4月 1日現在の「武力攻撃事態等にお

ける避難施設一覧」には「緊急一時避難施設」

と「コンクリート造」52施設、「24時間避難可

能」2施設として記載があるが、これを知る市民

は何割程とみているか伺いたい。 

 

 

 


